
埼玉県宿泊事業者感染防止対策等支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける宿泊事業者に対して、事業活動 

 に必要な予防対策を講じる費用の一部を助成することにより、事業継続を支援す 

 るとともに、利用者の安心・安全を高めるため、予算の範囲内において補助金を交  

 付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する 

 法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る 

 予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「施行 

 令」という。）、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（一部改正：令 

 和３年５月１４日観観産第１７号）、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４ 

 ０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱 

 に定めるところによる。 

 

 （目的） 

第２条 本事業は、宿泊事業者が感染防止対策の強化に取り組む際の費用の一部につ

いて支援し、感染防止対策の積極的な導入、強化を促すことを目的とする。 

 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、埼玉県内に所在する宿泊施設を有する宿泊

事業者（旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第 1 項に規定する許可を受

けた者をいう。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象と

ならない。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２  

  号）第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者。 

（２）役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又は代表

者をいう。以下この号において同じ。）が 暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号。）第２条第６号に定める暴力団員（ 以下「暴

力団員」という。） であると認められるとき。 

（３）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に定め

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認

められるとき。 

（４）役員等が自己、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 



（５）役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな   

  ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

と認められるとき。 

（６）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

（７）同一事業にて、国や地方公共団体その他の公的機関からの補助を受けている者。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民 

  事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産 

  法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者。 

 

 （補助対象経費） 

第４条 この補助金の対象となる経費は別表１のとおりとし、予算の範囲内で交付す

るものとする。 

２ 補助対象期間内に契約を行い、支払いが完了するものとする。 

３ 補助対象外経費は知事が別に定めるものとする。 

 

 （補助対象期間） 

第５条 この補助金の対象とする期間は、令和２年５月１４日から令和３年１２月 

 ３１日までとする。 

 

 （補助率・補助額） 

第６条 第４条の事業に対する補助率・補助額は、別表２のとおりとする。 

２ 前項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨

てるものとする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条第１項の規定による補助金

交付申請書を知事が定める期限までに提出するものとする。 

２ 前項の補助金交付申請書の様式は、埼玉県宿泊事業者感染防止対策等支援事業補

助金交付申請書（様式第１－１号、１－２号）のとおりとする。 

３ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しな

い。 

４ 令和２年５月１４日以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、

補助事業者が交付申請前に実施した感染防止対策のうち、実施の確認ができるもの

については、交付申請を受け付けるものとする。 

５ 第２項の補助金交付申請書には、規則第４条第２項第５号の規定による知事が定



める事項に係る書類を次のとおり添付するものとし提出部数は１部とする。 

（１）事業実施計画書（様式第２号） 

（２）その他知事が必要と認める書類 

 

 （補助金の交付決定） 

第８条 知事は、前条の規定による補助金交付申請書等を受理したときは、当該申請

書等を審査し補助金を交付すべき者と認めたときは、補助金の額を決定するものと

する。 

２ 規則第７条の規定に基づき、補助金を交付するときは、様式第３－１号又は３－

２号により、補助金を交付しないことを決定したときは、様式第４号により通知す

る。 

 

（計画の変更） 

第９条 補助事業者は、補助事業に係る計画について次に該当する変更をしようとす 

 るときは、様式第５号の補助事業計画変更承認申請書を知事に提出し、その承認を 

 受けなければならない。 

 （１）補助対象経費の額を増額しようとするとき。また、２０パーセントを超える 

    額を減額しようとするとき。 

２  知事は前項の規定による申請があったときは、内容を審査し適当と認められると 

 きは、様式第６号の補助事業計画変更承認書により補助事業者に通知するものとす 

 る。 

３ 補助事業者は、知事が定める変更内容があった場合、速やかに様式第７号の補助 

 事業変更届出書を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業の中止） 

第１０条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ  

 様式第８号による補助事業中止承認申請書を知事に提出し、承認を受けなければな 

 らない。 

２ 知事は前項の規定による申請があったときは、内容を審査し適当と認められると 

 きは、様式第９号の補助事業中止承認書により補助事業者に通知するものとする。 

 

 （実績報告） 

第１１条 規則第１３条の実績報告書の様式は、様式第１０号のとおりとする。 

２ 規則第１３条の実績報告書の提出期限は、補助事業等が完了した日から３０日以  

 内又は補助金の交付決定に係る会計年度内で知事の定める日のいずれか早い日まで 

 とする。 



３ 第１項の実績報告書には、知事が別に定める書類を添えなければならない。 

 

 （補助金の交付方法） 

第１２条 補助金の交付方法は、精算払とする。 

２ 令和２年５月１４日から令和３年８月１７日までに支払いが完了している経費に

ついて補助金の交付を申請する場合は、第７条第１項の交付申請書を、規則第１３

条の規定による報告書（以下「実績報告書」という。）とみなし、実績報告書の提

出は要しないものとする。 

 

 （補助金の額の確定） 

第１３条 知事は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき額を確定し、様式第１１号の

補助金交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。 

 

 （補助金の支払い） 

第１４条 補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、様式第１２号の

補助金交付請求書により補助金の交付を請求するものとする。 

 

 （状況報告及び是正措置等） 

第１５条 知事は、補助金の交付に関して必要な場合、申請者若しくは補助金の交付

決定を受けた者に対して、施設等の検査又は事業活動についての報告を求めること

ができる。 

２ 知事は、前項の検査又は報告の結果、補助金の交付に疑義がある場合、必要な是

正措置を求めることができる。 

 

 （交付決定の取消し等） 

第１６条 知事は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）法令に違反する行為があったとき。 

（２）不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとするとき。 

（３）その他この要綱の規定に違反する行為があったとき。 

（４）本事業に関して県の指示に従わなかったとき。 

２ 前項の規定は、補助金の交付確定後においても適用があるものとする。 

 

 （補助金の返還） 

第１７条 知事は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取

消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返



還を命ずるものとする。 

２ 知事は、補助対象事業者が、補助金の交付を受けた日から３年を経過するまでの

間に、補助の対象となっている施設の営業を廃止又は１８０日を超えて休業したと

きは、補助金の返還を命ずることができるものとする。 

３ 規則で定める補助金の返還、加算金及び延滞金の規定は、第１６条第１項又は第

２項の規定による取消しについて準用する。 

 

 （財産処分の制限） 

第１８条 規則第１９条ただし書きに規定する知事が定める期間は、事業完了（当該 

 財産の取得）後５年とする。 

 

 （処分制限財産の指定） 

第１９条 規則第１９条第２号に規定する知事の定めるものは、当該財産の取得価格  

 が５０万円以上のものとする。 

２ 補助事業者は、前項の財産を処分しようとするときは、あらかじめ様式第１３号 

 による財産処分承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は前項の規定による申請があったときは、内容を審査し適当と認められると 

 きは、様式第１４号の財産処分承認書により補助事業者に通知するものとする。 

４ 知事は、補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があ 

 ったときは、その収入に相当する額の全部又は一部を県に納付させることができる。

５ 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助事業等により取得、又は効用が増

加した財産を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

 

（書類の整備等） 

第２０条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、

かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならな

い。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度

の翌年度から５年間保管しなければならない。 

 

 （その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、知

事が別に定める。 

 

 

附  則 



 この要綱は、令和３年７月１４日から施行し、令和２年５月１４日から適用する。 

 



別表１（第４条関係）

別表２（第６条関係）

総客室数
補助上限額
（千円）

補助率

50室以上 5,000

30～49室 3,000

10～29室 1,000

9室以下 500

各施設における事業費の２分の１

補助対象経費

１　宿泊事業者が感染拡大予防ガイドラインに対応するために実施する感染拡大防止
　対策に必要となる設備、機器、必需品等の導入、専門家による感染症防止策に係る
　検証等に要する経費

２　新たな需要に対応するための取組に要する経費
　（感染症拡大防止に資するものに限る）


